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(57)【要約】
【課題】各種カード、紙幣や有価証券等の財産的価値の
高いシート状対象物について、偽造のカードや書類、偽
紙幣等を作製することを非常に困難にさせるＲＦパウダ
ーの付加方法、および当該ＲＦパウダーが付加されたＲ
Ｆパウダー付加基体シートを提供する。
【解決手段】このＲＦパウダーの付加方法は、それぞれ
特定周波数の高周波磁界に磁界結合回路素子を有する複
数のＲＦパウダー粒子１１を含むＲＦパウダーを基体シ
ート１０の表面に配置して、当該基体シートにＲＦパウ
ダーを付加する方法である。ＲＦパウダーは印刷手法に
より基体シートの表面に配置される。またＲＦパウダー
付加基体シート１０は、それぞれ特定周波数の高周波磁
界に磁界結合回路素子を有する複数のＲＦパウダー粒子
１１を含むＲＦパウダーが、印刷表記物の中に含まれて
基体シート表面に配置される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれ特定周波数の高周波電磁界に感応する磁界結合アンテナ回路素子を有する複数
のＲＦパウダー粒子を含むＲＦパウダーを基体シートの表面に配置して、前記基体シート
に前記ＲＦパウダーを付加することを特徴とするＲＦパウダーの付加方法。
【請求項２】
　前記ＲＦパウダーは印刷手法により前記基体シートの表面に配置されることを特徴とす
る請求項１記載のＲＦパウダーの付加方法。
【請求項３】
　前記ＲＦパウダーは、特定の色を有する印刷用インク剤と共に、前記基体シートの表面
に配置されることを特徴とする請求項２記載のＲＦパウダーの付加方法。
【請求項４】
　前記ＲＦパウダーは、前記基体シートの表面上で、前記インク剤で表現された表記物の
表記領域内に配置されることを特徴とする請求項２または３記載のＲＦパウダーの付加方
法。
【請求項５】
　前記表記物は、文字、数字、またはコードであることを特徴する請求項４記載のＲＦパ
ウダーの付加方法。
【請求項６】
　前記ＲＦパウダーは、前記基体シートの表裏の両面に配置されることを特徴とする請求
項１～５のいずれか１項に記載のＲＦパウダーの付加方法。
【請求項７】
　前記ＲＦパウダーは、前記基体シートの表面で、その内部に埋め込まれた状態で配置さ
れることを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載のＲＦパウダーの付加方法。
【請求項８】
　前記ＲＦパウダーに含まれる複数の前記ＲＦパウダー粒子の各々が感応する前記特定周
波数が同じであり、一種類の周波数で設定されていることを特徴とする請求項１記載のＲ
Ｆパウダーの付加方法。
【請求項９】
　前記ＲＦパウダーに含まれる複数の前記ＲＦパウダー粒子の各々が感応する前記特定周
波数が異なり、複数種類の周波数が設定されていることを特徴とする請求項１記載のＲＦ
パウダーの付加方法。
【請求項１０】
　前記ＲＦパウダーの中に高周波電磁界に感応しない偽ＲＦパウダー粒子を含ませること
を特徴とする請求項１記載のＲＦパウダーの付加方法。
【請求項１１】
　それぞれ特定周波数の高周波電磁界に感応する磁界結合アンテナ回路素子を有する複数
のＲＦパウダー粒子を含むＲＦパウダーが印刷表記物の中に含まれて基体シート表面に配
置されることを特徴とするＲＦパウダー付加基体シート。
【請求項１２】
　前記印刷表記物は特定の色を有することを特徴とする請求項１１記載のＲＦパウダー付
加基体シート。
【請求項１３】
　前記印刷表記物は、文字、数字、またはコードであることを特徴する請求項１１または
１２記載のＲＦパウダー付加基体シート。
【請求項１４】
　表裏の前記基体シート表面に前記印刷表記物が表記されていることを特徴とする請求項
１１～１３のいずれか１項に記載のＲＦパウダー付加基体シート。
【請求項１５】
　前記ＲＦパウダーは、前記基体シート表面で、その内部に埋め込まれた状態で配置され
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ることを特徴とする請求項１１～１４のいずれか１項に記載のＲＦパウダー付加基体シー
ト。
【請求項１６】
　前記ＲＦパウダーに含まれる複数の前記ＲＦパウダー粒子の各々が感応する前記特定周
波数が同じであり、一種類の周波数で設定されていることを特徴とする請求項１１記載の
ＲＦパウダー付加基体シート。
【請求項１７】
　前記ＲＦパウダーに含まれる複数の前記ＲＦパウダー粒子の各々が感応する前記特定周
波数が異なり、複数種類の周波数が設定されていることを特徴とする請求項１１記載のＲ
Ｆパウダー付加基体シート。
【請求項１８】
　前記ＲＦパウダーの中に高周波電磁界に感応しない偽ＲＦパウダー粒子を含ませること
を特徴とする請求項１１記載のＲＦパウダー付加基体シート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はＲＦパウダーの付加方法およびＲＦパウダー付加基体シートに関し、特に、高
周波電磁界により情報の読取り等ができる複数のＲＦパウダー粒子を基体シートに付加す
る方法、および当該ＲＦパウダー粒子が付加された基体シートに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、ＩＣタグはユビキタス時代の入り口にある商品と考えられている。ＲＦ－ＩＤ（
超小型無線認識）として名札やスイカカード、ＦｅＲＡＭカードなど、以前から開発が行
われている。ＩＣタグの市場は将来必ず大きいものに成長すると、多数の人が期待してい
る。しかし、未だに期待しているほどには市場は育っていない。その理由として、コスト
とセキュリティー、機密の問題など、社会的に解決しなくてはならない課題もあるからで
ある。
【０００３】
　またＲＦ－ＩＤの技術は、紙幣や有価証券等の財産的価値を有する書面の識別への応用
も考えられる。紙幣の偽造などが問題となっており、それらの問題を解決するための方法
として、ＩＣタグを紙幣等に埋め込むことが考えられる。しかしながら、ＩＣタグの価格
が高いことやサイズが大きいために上記のことが実現するには至っていない。
【０００４】
　ＩＣタグの価格は、ＩＣタグチップのサイズを小さくすることにより安くすることがで
きる。それは、ＩＣタグチップのサイズを小さくすれば、１枚のウェハから得られるＩＣ
タグチップの数量を多くすることができるからである。現在までに、０．４ｍｍ角のＩＣ
タグチップが開発されている。このＩＣタグチップは、チップ内の１２８ビットのメモリ
データを２．４５ＧＨｚのマイクロ波で読み取ることができる（例えば、非特許文献１参
照）。
【０００５】
　一方、ＩＣタグ以外の要素を用いた、紙幣やクレジットカード等の識別等に応用できる
無線周波数自動識別（ＲＦ／ＡＩＤ）システムも考えられている。その一例として、特許
文献１では、紙やプラスチックからなる基板に固定した配置で配置され、基板上にランダ
ムな空間位置を占め、複数の無線周波数に共振する複数の共振子を含んでいる。複数の共
振子は受動固体共振子である。この共振周波数は例えば水晶を用いるときは、その結晶方
位や大きさに依存して変わる。すなわち、違う形なら違う周波数の共振子になる。この受
動固体共振子は、伸長した金属体から形成された薄双極子を含む。受動固体共振子は、よ
り具体的に、石英クリスタル（水晶）のような、石英ファミリーに属する材料からなって
いる。無線周波数ターゲットでは、基板の上に設けた複数の共振子が無線周波数の電磁波
によって照射されるときに共振し、その共振を検出することによって複数の共振子の配置
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を把握し、これにより識別される。
【特許文献１】特開平１０－１７１９５１号公報
【非特許文献１】宇佐美光雄、『超小型無線ＩＣタグチップ「ミューチップ」』、応用物
理、Ｖｏｌ．７３、Ｎｏ．９、２００４、ｐ．１１７９－ｐ．１１８３
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来の各種のカードにＩＣタグを用いるとき、１枚のカードには１つのＩＣタグが用い
られていた。しかしながら、例えば紙幣にＩＣタグを用いるときには、１つのＩＣタグを
付するだけでは構成が単純であるので、偽造紙幣が容易に作られてしまう可能性がある。
【０００７】
　本発明の目的は、上記の課題を鑑み、各種カード、紙幣や有価証券等の財産的価値の高
いシート状対象物について、偽造のカードや書類、偽紙幣等を作製することを非常に困難
にさせるＲＦパウダーの付加方法、および当該ＲＦパウダーが付加されたＲＦパウダー付
加基体シートを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係るＲＦパウダーの付加方法およびＲＦパウダー付加基体シートは、上記の目
的を達成するために、次のように構成される。
【０００９】
　本発明に係るＲＦパウダーの付加方法は、それぞれ特定周波数の高周波磁界に感応する
コイルとコンデンサから構成される磁界結合の回路素子（以後、ここでは、この磁界結合
素子をアンテナ回路素子と表現することがある。）を有する複数のＲＦパウダー粒子を含
むＲＦパウダーを基体シート（以後、「基体」を除いて「シート」と表現する。）の表面
に配置して、当該シートにＲＦパウダーを付加する方法である。
【００１０】
　上記の方法において、ＲＦパウダーは印刷手法によりシートの表面に配置され、さらに
は特定の色を有する印刷用インク剤と共に、シートの表面に配置されることが好ましい。
【００１１】
　上記の方法において、ＲＦパウダーは、シートの表面上で、インク剤で表現された表記
物の表記領域内に配置される。また当該表記物は、文字、数字、またはコードである。
【００１２】
　上記の方法において、ＲＦパウダーは、シートの表裏の両面に配置されることが好まし
い。さらに、ＲＦパウダーは、シートの表面で、その内部に埋め込まれた状態で配置され
ることが好ましい。
【００１３】
　また上記の方法において、ＲＦパウダーに含まれる複数のＲＦパウダー粒子の各々が感
応する特定周波数が同じであり、一種類の周波数で設定されている。さらにＲＦパウダー
に含まれる複数のＲＦパウダー粒子の各々が感応する特定周波数が異なり、複数種類の周
波数が設定されているようにすることもできる。またＲＦパウダーの中に高周波電磁界に
感応しない偽ＲＦパウダー粒子を含ませることもできる。
【００１４】
　本発明に係るＲＦパウダー付加基体シートは、それぞれ特定周波数の高周波電磁界に感
応するアンテナ回路素子を有する複数のＲＦパウダー粒子を含むＲＦパウダーが、印刷表
記物の中に含まれてシート表面に配置されるように構成される。
【００１５】
　上記の構成において、印刷表記物は特定の色を有する。また印刷表記物は、文字、数字
、またはコードであることが好ましい。さらには、表裏のシート表面に印刷表記物が表記
されていることが好ましい。
【００１６】
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　さらに上記の構成において、好ましくは、ＲＦパウダーは、シート表面で、その内部に
埋め込まれた状態で配置される。
【００１７】
　上記の構成において、好ましくは、ＲＦパウダーに含まれる複数のＲＦパウダー粒子の
各々が感応する特定周波数が同じであり、一種類の周波数で設定されている。さらには、
ＲＦパウダーに含まれる複数のＲＦパウダー粒子の各々が感応する特定周波数が異なり、
複数種類の周波数が設定されていることも可能である。またＲＦパウダーの中に高周波電
磁界に感応しない偽ＲＦパウダー粒子を含ませることもできる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、次の効果を奏する。
【００１９】
　第１に、紙やプラスチック等の基体シートの表面に特定周波数の高周波電磁界に感応す
るＲＦパウダーが配置されるため、基体シートの真偽の識別を正確にかつ確実に行うこと
ができる。そのため紙幣に応用したとき、偽造紙幣を容易に作ることができなくなる。基
体シート表面にＲＦパウダーを配置することによって周波数情報を基体シートに持たせる
ことができる。
【００２０】
　第２に、印刷表記物に含ませることにより当該印刷表記物と共にＲＦパウダーを基体シ
ート表面に配置したので、基体シートに容易にＲＦパウダーを付加することができる。ま
た基体シート表面上で文字、数字、コード等の表記物の表記領域内にＲＦパウダーを配置
するので、表記物との関係で使用者側では容易にＲＦパウダーの所在を確認することがで
きる。さらに印刷表記物に特定の色を付することにより、色との関係で、ＲＦパウダーの
配置を容易に確認することができる。
【００２１】
　第３に、ＲＦパウダーに含まれる複数のＲＦパウダー粒子の各々が、一種類の特定周波
数、または複数種類の特定周波数に感応するように設定するために、基体シートに付加さ
れるＲＦパウダーの応用性を高めることができる。
【００２２】
　第４に、ＲＦパウダーに含まれる複数のＲＦパウダー粒子の中に偽ＲＦパウダー粒子を
含ませるようにしたため、偽紙幣等の偽基体シートを作ろうとする者に対して混乱を与え
、偽造紙幣等を容易に作ることができなくなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下に、本発明の好適な実施形態（実施例）を添付図面に基づいて説明する。
【００２４】
　図１は、本発明の第１の実施形態に係るＲＦパウダー付加基体シートを示す斜視図であ
る。図１において、基体シート１０は、その一方の上側表面に、一例として、多数のＲＦ
パウダー粒子１１が配置されている。多数のＲＦパウダー粒子１１は文字「Ｐ」を表す領
域に配置されている。Ｐの文字は例えば印刷表記物である。文字Ｐは印刷用または塗布用
のインク剤等で描かれている。多数のＲＦパウダー粒子１１はインク溶液の中に含まれて
いる。このインク溶液で文字Ｐを描き、インクの溶液分が乾燥すると、文字Ｐが描かれた
領域のシート１０の表面に多数のＲＦパウダー粒子１１が固着し、配置される。
【００２５】
　上記において、シート１０は例えば紙幣である。また上記のインク剤には特定の色がつ
いている。印刷表記物の例としては文字、数字、コード等がある。ＲＦパウダー粒子１１
は、内部にアンテナ回路素子を内蔵しており、１種類の特定周波数の高周波電磁界に感応
する特性を有している。
【００２６】
　多数のＲＦパウダー粒子１１の各々は、実際には、多数のＲＦパウダー粒子により粉状
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体の使用態様にて集合的にて取り扱われ、ＲＦパウダーを構成する。ＲＦパウダー粒子１
１はシート１０の表面にＰの文字を描くようにその表記領域に分散的に広がって存在して
いる。上記のごとく、表面等に存在する多数のＲＦパウダーを含むシート１０を「ＲＦパ
ウダー付加シート１０」と呼ぶことにする。
【００２７】
　また上記の「ＲＦパウダー」とは、パウダー（粉状体）を形成する多数の粒子の各々が
無線（高周波電磁界）を介して外部のリーダとの間で信号の送受を行う電気回路要素を有
し、通常の使用態様が集合的形態であるパウダーとして使用されるものを意味する。
【００２８】
　次に、図２～図４を参照して、多数のＲＦパウダー粒子（１１）のうちの１つ分の具体
的構造をＲＦパウダー粒子２１として説明する。
【００２９】
　図２はＲＦパウダー粒子の外観斜視図を示し、図３はＲＦパウダー粒子の平面図を示し
、図４は図３におけるＡ－Ａ線断面図を示している。図４の縦断面図においてＲＦパウダ
ー粒子はその厚みを誇張して示している。
【００３０】
　図２において、ＲＦパウダー粒子２１は、好ましくは、立方体またはこれに類似した板
状の直方体の形状を有し、外側表面での複数の矩形平面に関して、最長辺を含む矩形平面
が好ましくは０．３０ｍｍ角以下の大きさを有し、より好ましくは０．１５ｍｍ角以下の
大きさを有する３次元的な形状を有している。この実施形態のＲＦパウダー粒子２１は、
図３に示すように、その平面形状が正方形になるように形成されている。ＲＦパウダー粒
子２１では、正方形の平面形状において、例えば図３中の一辺Ｌが０．１５ｍｍ（１５０
μｍ）となっている。
【００３１】
　ＲＦパウダー粒子２１では、シリコン（Ｓｉ）等の基板２２上に絶縁層２３（ＳｉＯ２

等）を形成し、この絶縁層２３の上に複数巻きのコイル２４（インダクタンス要素）とコ
ンデンサ（またはキャパシタ）２５（キャパシタンス要素）とが成膜技術によって形成さ
れる。絶縁層２３の厚みは例えば１０μｍ程度である。コンデンサ２５は、２つの部分２
５ａ，２５ｂから構成されている。
【００３２】
　絶縁層２３上に形成されたコイル２４とコンデンサ２５は、特定の周波数（例えば２．
４５ＧＨｚ）の高周波磁界に感応する機能を有している。コイル２４は、図２または図３
に示されるように、ＲＦパウダー粒子２１の正方形の平面形状の各辺に沿って、１本の導
体配線を例えば三重巻きにすることにより形成されている。コイル２４を形成する導体配
線の材質は例えば銅（Ｃｕ）である。コイル２４の両端部は所要の面積を有する正方形の
パッド２４ａ，２４ｂとなっている。２つのパッド２４ａ，２４ｂは、それぞれ、コイル
２４の交差部分を間において内周側と外周側に配置されている。２つのパッド２４ａ，２
４ｂを結ぶ方向は、コイル２４の交差部分に対して直交する方向となっている。パッド２
４ａ，２４ｂのそれぞれは、コンデンサ２５の２つの部分２５ａ，２５ｂの上側電極とし
て機能する。
【００３３】
　上記において、与えられたパウダーの大きさに対して求められる特定周波数を自在に得
るためにコイル２４の巻数と長さ、形状を設計することができる。
【００３４】
　コンデンサ２５は、本実施形態の場合には、例えば２つのコンデンサ要素２５ａ，２５
ｂから構成されている。コンデンサ要素２５ａは、上側電極２４ａと下側電極２６ａ（ア
ルミニウム（Ａｌ）等）とそれらの間に位置する絶縁膜２７（ＳｉＯ２等）とから構成さ
れている。下側電極２６ａは上側電極２４ａとほぼ同形の電極形状を有している。絶縁膜
２７によって上側電極２４ａと下側電極２６ａは電気的に絶縁されている。またコンデン
サ要素２５ｂは、上側電極２４ｂと下側電極２６ｂとそれらの間に位置する絶縁膜２７と
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から構成されている。この場合にも、同様に、下側電極２６ｂは上側電極２４ｂとほぼ同
形の電極形状を有して、絶縁膜２７によって上側電極２４ｂと下側電極２６ｂは電気的に
絶縁されている。
【００３５】
　コンデンサ要素２５ａ，２５ｂの各々の下側電極２６ａ，２６ｂは導体配線２６ｃで接
続されている。実際には、２つの下側電極２６ａ，２６ｂと導体配線２６ｃは一体物とし
て形成されている。またコンデンサ要素２５ａ，２５ｂの各々の絶縁膜２７は共通の一層
の絶縁膜となっている。絶縁膜２７の厚みは例えば３０ｎｍである。絶縁膜２７は、２つ
のコンデンサ要素２５ａ，２５ｂの間の領域において、下側電極２６ａ，２６ｂの間を接
続する導体配線２６ｃと、コイル２４とを電気的に絶縁している。
【００３６】
　上記の構成によって、コイル２４の両端部の間には、電気的に直列に接続された２つの
コンデンサ要素２５ａ，２５ｂで作られるコンデンサ２５が接続されることになる。ルー
プを形成するように接続されたコイル２４とコンデンサ２５とによってタンク回路（ＬＣ
共振回路）が形成される。タンク回路は、その共振周波数に一致する周波数を有する高周
波電磁界に感応する。
【００３７】
　なお図４から明らかなように、ＲＦパウダー粒子２１の表面の全体はＰ－ＳｉＮ膜２８
により被覆されている。Ｐ－ＳｉＮ膜２８は、ＲＦパウダー粒子２１におけるタンク回路
が形成されている側の表面を保護している。
【００３８】
　上記において、コンデンサ２５は２つのコンデンサ要素２５ａ，２５ｂで構成したが、
これに限定されず、いずれか一方による１つのコンデンサ要素で作ることもできる。コン
デンサ２５の容量値は、電極の面積を調整することにより適宜に変更することができる。
複数のコンデンサを並列に配置することにより適宜に設計することもできる。
【００３９】
　以上の構造を有するＲＦパウダー粒子２１は、与えられた大きさの基板２２の表面にお
ける絶縁面上にループ状に接続された複数巻のコイル２４とコンデンサ２５とから成るタ
ンク回路を有するので、当該タンク回路の設計された共振周波数で決まる高周波磁界に感
応する作用を有することになる。このようにして、ＲＦパウダー粒子２１は大きさと共振
周波数が設計された高周波の磁界に結合して共振する「パウダー回路要素」である。
【００４０】
　また絶縁層２３の上に形成されたコイル２４とコンデンサ２５は、基板２２の表面部分
との間では、電気的配線で接続される関係を有していない。すなわち、基板２２の上に堆
積された絶縁層２３にはコンタクトホールが形成されず、コンタクト配線が形成されてな
い。コイル２４とコンデンサ２５から成るタンク回路は、シリコン基板２２から電気的に
絶縁された状態で作られている。コイル２４とコンデンサ２５から成るタンク回路は、基
板２２から分離された状態で、その回路自身だけで共振回路として構成される。
【００４１】
　上記のＲＦパウダー粒子２１で、土台の基板２２はシリコン基板であり、その表面に絶
縁層２３が形成されているが、基板についてはシリコン基板の代わりに例えばガラス、樹
脂、プラスチックス等の誘電体（絶縁体）を利用した基板を用いることができる。ガラス
基板等を用いる場合には、本来的に材質は絶縁体（誘電体）であるので、絶縁層２３を特
別に設ける必要はない。
【００４２】
　なお図２に示されたＲＦパウダー粒子２１の形状および構造は図示されたものに限定さ
れず、任意に変更することができる。
【００４３】
　次に、図５～図７を参照して本発明の実施形態に係るＲＦパウダー付加シート１０の実
際の使い方、およびその作用を説明する。
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【００４４】
　図１で説明したように、紙幣等のシート１０は、相当な数のＲＦパウダー粒子（１１）
を含有している。図５では、シート１０の厚みを誇張し拡大して示している。シート１０
にＲＦパウダー粒子１１を付加するときには、ＲＦパウダーを含んだ接着固定剤入りの水
溶液(インキやペンキ等）を用いてシート１０の表面に文字を描くように描き込む。それ
により、ＲＦパウダーをシート１０の表面に付着させる。
【００４５】
　基体１０はコンピュータ３１に接続されたリーダ３２によって走査される。コンピュー
タ３１は複数のＲＦパウダー粒子１１の応答の周波数依存データを読み込む。コンピュー
タ３１はデータを処理する機能の本体３１ｂのほかに表示装置３１ａ、操作のためにキー
ボード３１ｃを備えている。
【００４６】
　上記リーダ３２は読込みプローブ３３(図６と７を参照)を有し、読込みプローブ３３は
高周波電磁界を近傍に生成し、磁界結合によりＲＦパウダー（多数のＲＦパウダー粒子１
１）と結合する。ＲＦパウダー粒子の固有振動数が例えば２．４５ＧＨｚのとき、高周波
電磁界の周波数が同じ２．４５ＧＨｚのときに共振して電磁界エネルギがＲＦパウダー粒
子に伝達する。この伝達が効率よく起きるためには読込みプローブ３３の生成する電磁界
にＲＦパウダー粒子のコイルがよく結合するほどに、近傍にある必要がある。空間で結合
が効率よく起きるためには、互いのコイルの大きさがほぼ同じで、また互いの距離はコイ
ルの大きさと同じ程度にあるのが望ましい。エネルギの伝達が起き、伝達した先の回路に
エネルギが伝達してそれが戻らないという損失があると、反射率が小さくなるので、例え
ば反射率を測定すると共振を確認できる。ＲＦパウダー粒子の固有の振動周波数２．４５
ＧＨｚを検出するには、読込みプローブ３３は例えば１～３ＧＨｚまで周波数を変化させ
る。リーダ３２はＲＦパウダー粒子の位置を特定するために基体１０の表面上を磁界結合
が起きるように一定の距離を保ちながら走査動作をする。
【００４７】
　図６はリーダ３２の読込みプローブ３３から所定のある周波数の高周波を生成したとき
、固有の振動周波数が一致または近いＲＦパウダー粒子１１のタンク回路のコイルに共振
電流が流れて、ＲＦパウダー粒子１１の周りに電磁界Ｈが生成される様子を模式的に示し
たものである。これを「感応している」と、本実施形態の説明では表現するときがある。
ＲＦパウダ粒子は波長(例えば２ＧＨｚ帯の場合は１５ｃｍ)に比べて十分小さい(０．１
５ｍｍ)ので電磁波の放射の成分は無視できる。読込みプローブ３３からの高周波エネル
ギの伝達と反射、損失は磁界結合を介して行われる。
【００４８】
　図７はＲＦパウダー粒子１１が存在する場所で磁界結合してエネルギの伝達と反射が起
きる様子を示す。リーダ３２が走査移動して読込みプローブ３３がＲＦパウダー粒子１１
の上方にある。読込みプローブ３３は定められた範囲で周波数を変化させながら周りに高
周波磁界を生成する。ＲＦパウダー粒子１１の固有振動周波数に近づきまたは一致したと
きには磁界結合を介してＲＦパウダー粒子のコイルとコンデンサのタンク回路には同じ周
波数で電流が流れ、エネルギの伝達（図７中、矢印３４で示す。）が起きる。電流は伝達
された(または「受信した」)エネルギの一部を回路内で熱として消費して損失エネルギ成
分となる。損失エネルギ成分は読込みプローブ３３から見ると反射成分(図７中、矢印３
５で示す。)の低下として測定できる。固有振動数に一致するときに最も大きな損失とな
り反射成分が低下する。この測定を行うことにより共振した周波数をパウダー１１の周波
数データ情報としてリーダ３２は読込みプローブ３３の位置情報と共にコンピュータ３１
に送る。コンピュータ３１は周波数情報等を記憶して、必要に応じて基体シートの周波数
情報を送信する。
【００４９】
　図５で示したシート１０の表面の全体に渡ってリーダ３２が走査を行うことにより、シ
ート１０の走査領域の全域に存在するＲＦパウダー粒子１１の位置情報および周波数情報
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が、コンピュータ３１のメモリに記憶される。コンピュータ３１のメモリに記憶された情
報は、必要に応じて加工されて、その表示装置３１ａに表示される。また、ＲＦパウダー
粒子１１が配置されて表現されている文字や数字も読み取り記憶される。
【００５０】
　上記のような方法で、例えば紙幣の表面に上記ＲＦパウダー粒子１１を配置して作った
り、公文書等の重要書類、免許証、保険証、その他の重要カード等にＲＦパウダー粒子１
１を含ませることにより、紙幣の偽造判別、重要書類の認証等にＲＦパウダー粒子１１を
利用することができる。またこのとき、１つの個別のＩＣタグチップとして用いるのでは
なく、複数または多数のＲＦパウダー粒子を集合的に利用するパウダー（粉状体）として
用いるため、取り扱いが容易である。
【００５１】
　またＲＦパウダー付加シート１０が紙幣である場合、当該紙幣１０は、表示装置３１ａ
に表示される情報に基づいて偽造かどうかを判別することができる。
【００５２】
　ＲＦパウダー付加シート１０は、所定のＲＦパウダー製造工程によって製造された多数
のＲＦパウダー粒子１１を適宜な割合で配合してＲＦパウダーを作り、当該ＲＦパウダー
をシート１０に含有させることにより作られる。シート１０へのＲＦパウダー粒子の含有
の仕方としては、例えば、所要の数のＲＦパウダー粒子１１を含んだ接着剤と顔料を入れ
着色されたインクなどにより印刷手法で紙幣等に書き込む。これにより、特定の表面の箇
所にＲＦパウダー粒子１１を付着させることができる。
【００５３】
　なお本実施形態では、その効果を表現するために、ＲＦパウダー付加シートとして紙幣
に応用した場合を想定して説明したが、それ以外に、書類用の紙、名刺、クレジットカー
ドのようなプラスチック製カードを用いてもよい。例えば、ＲＦパウダーを配置させた紙
で、表面に何も描いてないものでも、その紙をリーダで読み取ることにより、コンピュー
タの表示画面に、各ＲＦパウダー粒子の配置、各ＲＦパウダー粒子の感応する高周波電磁
界の周波数情報等に基づいて、画像を作成することが可能である。
【００５４】
　また本実施形態では、ＲＦパウダー粒子１１の１種類のＲＦパウダー粒子を含ませたシ
ート１０の例を説明したが、それに限定されず、シートに含ませるＲＦパウダー粒子の種
類は１種類以上でもよい。
【００５５】
　複数種類のＲＦパウダーを用いるときは、ＲＦパウダー粒子は、上記のＲＦパウダー粒
子１１とほぼ同一の構造をしているが、各ＲＦパウダー粒子が有するタンク回路が、異な
る周波数の高周波電磁界に対して感度を有するように設計すればよい。
【００５６】
　さらに、意図的に複数の種類のＲＦパウダー粒子をシートに配置させるようにしてもよ
いが、偶然にＲＦパウダーが感応する周波数について分布が生じてしまったＲＦパウダー
粒子をシートに配置させるようにしたものでもよい。
【００５７】
　図８は、本発明の第２の実施形態に係るＲＦパウダー付加シートを示す平面図である。
図８（ａ）はシートの表の面を示し、図８（ｂ）はシートの裏面を示している。紙からな
るシート１０に一例として１種類のＲＦパウダー粒子１１が表と裏の両面の表面に配置さ
れている様子を示している。ここでは、シート１０の想定例として紙幣を用いる。ＲＦパ
ウダー粒子１１は、色のついた印刷インクと共に表と裏の両面の表面に配置され、配置は
文字や数字を表現するようにしており、図８では、一例として表には「Ｐ」の文字が描か
れており、裏面の表面には「ｈ」の文字が描かれている。ＲＦパウダー粒子１１は、１種
類の周波数の高周波電磁界に感応する。この実施形態では、ＲＦパウダー粒子１１の配置
をシート１０の表裏の両面にした以外は、第１の実施形態と同様であり、用いるＲＦパウ
ダーは第１の実施形態と同様である。ＲＦパウダー粒子１１からのデータの読込みも第１
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【００５８】
　図９は、本発明の第３の実施形態であるＲＦパウダー付加シートを示す斜視図である。
図９は、シート１０に一例として１種類のＲＦパウダー粒子１１が、偽ＲＦパウダー粒子
（ダミー）として用いる例えばシリコン粒子Ｄと共に配置されている状態を示している。
ここでも、シート１０の想定要求を満たす例として紙幣を用いる。ＲＦパウダー粒子１１
は、シリコン粒子Ｄと共にシート１０の表面や内部に配置される。ＲＦパウダー粒子１１
の配置は文字や数字を表現するようにしており、図９では、一例として「Ｐ」の文字が描
かれている。しかし、ダミーのシリコン粒子Ｄもシート表面に配置されているために目視
では、Ｐの文字が描かれているかを識別することはできない。ＲＦパウダー粒子１１は、
１種類の周波数の高周波電磁界に感応する。この実施形態では、ＲＦパウダー粒子１１を
、シート１０の表面上において、偽ＲＦパウダー粒子であるシリコン粒子Ｄと共に配置さ
せた以外は、第１の実施形態と同様である。
【００５９】
　なお本実施形態では、ＲＦパウダー粒子の配置として文字・数字を記載するようにした
が、文字・数字以外に、バーコードが描かれるように配置するようにすることもできる。
そのときには、バーコードの情報と個々のＲＦパウダー粒子の周波数情報の両方の情報を
用いることができる。
【産業上の利用可能性】
【００６０】
　本発明に係るＲＦパウダー付加シート等は紙幣等の偽造を防止するのに利用される。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本発明に係るＲＦパウダー付加シートの第１の実施形態を示す斜視図である。
【図２】１つのＲＦパウダー粒子の斜視図である。
【図３】１つのＲＦパウダー粒子の平面図である。
【図４】図３におけるＡ－Ａ線断面図である。
【図５】本実施形態に係るＲＦパウダー付加シートの実際の使い方とその作用を説明する
装置構成図である。
【図６】リーダとＲＦパウダー付加シートとの間の信号のやり取りを示す模式図である。
【図７】１つのＲＦパウダー粒子の存在場所でのリーダとの間の高周波電磁界の送受関係
を示す図である。
【図８】本発明の第２の実施形態であるＲＦパウダー付加シートを説明するための平面図
である。
【図９】本発明の第３の実施形態であるＲＦパウダー付加シートを説明するための斜視図
である。
【符号の説明】
【００６２】
　１０　　　　ＲＦパウダー付加基体シート（シート）
　１１　　　　ＲＦパウダー粒子
　２１　　　　ＲＦパウダー粒子
　２２　　　　基板
　２３　　　　絶縁層
　２４　　　　コイル
　２５　　　　コンデンサ
　３１　　　　コンピュータ
　３２　　　　リーダ
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【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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